
平成28年度 決 算
歳入総額	 160億7,261万円
歳出総額	 　152億581万円

歳	入 一般会計	 主な質疑
問 答

公債費比率は4.3％で、前年度4.7％から
0.4ポイント減となった。財政運営上どの
ように捉えるか。

企画財政課長
　公債費比率は、通常10％を超えない程度が好ましい。災害復旧に係る基準財政
需要額が増加した。

町税は、31億2,820万円で、率にし
て、1.19％の増となった。決算にあら
われた特徴はどのようなものか。

税務課長
　町民税、固定資産税、軽自動車税の増額にあると認識する。
　要因は、所得の増加及び徴収率が伸びたことによる。また、新築家屋の増加、
新築住宅に対する軽減措置の適用期間の終了及び償却資産に係る大臣配分の増加
である。

今年度へ繰り越しされた事業を除くと、
実質収支は3億9,211万円となってい
る。将来世代への負担増が心配される
が。

企画財政課長
　最少の経費で最大の効果が上がるよう、各事業を見直し経常経費の圧縮に努
め、一般財源の確保にも努めた。将来負担比率等の上昇は、普通交付税あるいは
臨時財政対策債の減額が大きく影響している。

町長は、平成28年度決算から、新たな
政策を実現するためにスクラップ・アン
ド・ビルドという手法を持って大胆な改
革を実行していくべきと思われたか。

町長
　学校の耐震工事、大規模改修工事が始まる前までは、5市1町の中でも公債費比
率の最も少ない町であった。スクラップに関しては、もう少し私自身が見直して
いって見なければ、無駄なものは見えてこない。

平成28年度のまち・ひと・しごと総合
戦略の推進の取組みと成果はどうか。

企画財政課長
　松伏町北部活性化プロジェクトの取組として、子育て支援センターを開設、北
部サービスセンターを改修し、証明書等の発行業務、町営運動場トイレの附帯工
事としての、あずまや、自転車ラック等を設置した。

地方公共団体情報セキュリティー強化対
策事業債の経緯と内容は。

企画財政課長
　平成27年12月に国から強い要請があり、対策を講じるため、設備の購入費とし
て2分の1の補助金が交付された。内容はネットワークの強靭化の対策の設備、総
合認証ソフト、マイナンバーを管理するためのコンピュータなどの費用である。

給食センターボイラー改修 改修された後の第二中学校図書室
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決 算 認定する
9月定例会（9月1日から9月22日まで）
主な事業
①松伏第二中学校大規模改修工事
②学校給食センターボイラー更新工事
③農村トレーニングセンター改修工事
④都市計画道路河原町深町線の整備推進

歳	出 一般会計	 主な質疑
問 答

発達支援巡回業務委託の中で、早期発見
の為の町の取り組みはあるか。

福祉健康課長
　保健センターでは、今までの健診や親子教室などへの参加状況を把握して声か
けをしている。
　幼稚園、保育所、認定こども園などに通っていない子の場合は、福祉健康課が
窓口となり取り組んでいる。また、松伏と北部の地域子育て支援センターでは保
健士と連携を取っている。

補装具給付費の難聴者に対する内容と成
果は。

福祉健康課長
　補聴器を着装することにより聞き取りが出来る、改善ができる方が対象となっ
ている。実績として高度難聴用耳かけ型3件、重度難聴耳かけ1件、合計4件の購
入と、それぞれ1件の修理があった。

自治会と連合自治会の組織率が毎年減っ
ている中で、補助金を支給しているが、
その成果は。

総務課長
　自治会等振興補助金は、地域コミュニティの醸成を図り、自治会活動を支援す
るために、連合自治会等の連合組織に交付している。補助対象事業として、自治
会の運営事業と自治会活動魅力アップ事業がある。自治会館等維持管理費補助金
については、自治会館等の光熱水費などの維持管理に要する費用の一部を助成す
る為に交付している。成果として、各地区のコミュニティの譲成や自治会の維持
向上に寄与している。

母親学級に父親の参加も促しているが、
名称の変更など検討しているのか。

福祉健康課長
　母親学級というと、母親対象と捉えかねないので、平成29年度からハローベ
ビー教室という名称に変更している。母親だけではなく父親あるいは祖父母の皆
さんも参加しやすい状況をつくっている。

語学指導助手を配置するのに、国や県の
基準と財源は。

教育総務課長
　中学校の学習指導要領において指導計画の作成に当たり配慮することとして、
生徒の実態や教材の内容などに応じて、コンピュータや情報通信ネットワーク、
教育機器などを有効活用したり、ネイティブスピーカーなどの協力を得ることと
されている。また、小学校においても、ネイティブスピーカーの活用に努めると
ともに、地域の実態に応じて、外国語に堪能な地域の人々の協力を得るなど指導
体制を充実することとされている。語学委託業務の補助金や交付金などの国や県
からの特定財源はない。
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